
生活について
Life

家、ごみ、相談など日々の色々。

生活トラブルのはなし  還付金詐欺S e r i e s
V o l . 4 2

自
宅
に
市
役
所
の
職
員
を
名
乗
っ
て
電
話
が
あ
り
、「
医
療

費
を
還
付
す
る
案
内
の
は
が
き
を
送
っ
て
い
る
が
、
届
い
て

い
な
い
か
」と
言
わ
れ
た
。「
届
い
て
い
な
い
」と
答
え
る
と
、

「
こ
ち
ら
で
受
け
付
け
て
い
る
。
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
に
行
っ

て
、
Ａ
Ｔ
Ｍ
の
前
か
ら
指
定
の
電
話
番
号
へ
連
絡
す
る
よ
う

に
」
と
指
示
さ
れ
た
。
コ
ン
ビ
ニ
か
ら
連
絡
し
、
指
示
さ
れ

る
ま
ま
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し
た
が
、
出
て
き
た
明
細
を
見
る

と
、
逆
に
こ
ち
ら
か
ら
10
万
円
を
振
り
込
ん
だ
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
60
歳
代　

男
性
）

○
こ
の
手
口
は
、
電
話
で
市
役
所
や
税
務
署
、
社
会
保
険
事
務

所
な
ど
の
職
員
を
名
乗
り
、
医
療
費
や
税
金
の
還
付
金
が
あ
る

と
言
っ
て
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
し
ま

す
が
、
還
付
金
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り

ま
せ
ん
。

○
「
お
金
が
返
っ
て
く
る
の
で
、
携
帯
電
話
を
持
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ

に
行
く
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
還
付
金
詐
欺
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
不
審
な
電
話
が
あ
っ
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
消
費

生
活
セ
ン
タ
ー
や
警
察
な
ど
の
公
的
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

by 商工観光課　消費生活センター　☎ 0986-76-8823

曽
於
市
消
費
生
活
弁
護
士
相
談
会
の
お
知
ら
せ

曽
於
市
で
は
、
３
月
７
日
（
水
）
午
前
10
時
～
正
午
に
本
庁

1
階
会
議
室
に
て
消
費
生
活
弁
護
士
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
相
談
時
間
は
1
人
30
分
で
す
。
相
談
は
無
料
で
す
が
、

事
前
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
な
お
、
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
ま
す
。

 ＊税務署からのお知らせ＊
申告相談会場等のご案内【税務署が開設する申告相談会場】
開設場所　大隅税務署（曽於市大隅町岩川 6491-2　大隅合同庁舎（国）４階）
開設期間　平成 30 年２月 16 日（金）から平成 30 年３月 15 日（木）まで　※土、日を除く。
受付時間　午前９時から午後４時まで
※申告期限間際になると申告会場が混み合うことが予想されます。早めの申告にご協力をお願いします。
確定申告書等にはマイナンバーの記載が必要です
社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成 28 年分の確定申告書等からマイナンバーの記載が必要となりました。
医療費控除を受ける際は「医療費控除の明細書」の添付が必要です
平成 29 年分の確定申告から、医療費控除を受ける際は、領収書の添付または提示が不要となり、代わりに「医
療費控除の明細書」の作成・添付が必要となります。
災害（地震、風水害等）により被害を受けられた皆様へ
災害により自宅や家財などに被害を受けられた方は、確定申告で①「所得税法」に定める雑損控除の方法、
または②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法で所得税等の軽減または
免除を受けられる場合があります。
公的年金収入のある方の確定申告について
公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20
万円以下である場合には、所得税および復興特別所得税について確定申告をする必要はありません。

※詳しくは、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp/）をご覧いただくか、最寄りの税務署へご相談く
ださい。大隅税務署（☎ 099-482-0007）※自動音声案内
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一般競争入札で市有財産（土地）を売却します
by 企画課  定住推進係　☎ 0986-76-8802

一般競争入札で売却する土地の所在など

物件名 地目 面　積 所　在　地 最低売却価格
土地 宅地 193.84㎡ 末吉町岩崎 414 番地 12 413,000 円

書類受付期間
日時：平成 30 年２月１日（木）から平成 30 年２月 13 日（火）まで（土・日・祝日を除く）
受付時間：午前９時～午後５時まで
場所：本庁企画課
※ 書類は企画課にあります。
※ 現地案内は受付期間中、随時行います。
入札

日時：平成 30 年２月 15 日（木）午後１時 30 分
場所：本庁３階 執行部控室

市が所有する土地を一般競争入札で売却します。詳細は上記担当課までお問合せください。

案内地図 売却する土地

N o t i c e
2018 . ２

住宅地用分譲地を整備しています
by 企画課  定住推進係　☎ 0986-76-8802

定住人口を増やし、地域が活気に満ち溢れるまちづくりを目指し、住宅地用分譲地を整備しています。
募集時期などの詳細は、追ってお知らせします。 末吉町深川

大隅町坂元
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